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東京都認証保育所協会 

認証保育所の在り方に関する研究会：報告書（平成１７年３月） 

（抜粋） 

 

２．認証保育所の特長とケーススタディ 

  〔認証保育所の特長〕 

 

（略） 

 

 「利用者と保育所の直接契約」については、やはり利用者が自分で積極的に

保育所を選べるということで、満足度を高めることにつながっているのではな

いかと思われます。認証保育所に対する利用者の満足度をみても、特に満足し

ていることとして、「保育士の対応」（約 61％）、「保育所の雰囲気」（57％）、「保

育方針、保育理念」（22％）といった点が挙げられていることからも、そのこと

がうかがえます。 

 また、直接契約であるということは、子どもの受け入れに際して、保育所の

判断で入所できるかどうかすぐに分かるという利点があります。現行の認可保

育所制度においては、保育の実施に責任を負う区市町村が入所の決定をするこ

とになっていますが、その手続き等に一定の時間を要したり、待機の期間を明

確にできなかったり、いつどこに入れるか直前まで分からなかったり、待機し

た挙げ句に入所できなかったりといった、利用者にとってのストレスが決して

小さくありません。それに比べて、認証保育所の入所は比較的スピーディーで

す。これは、必ずしも制度的な特長とは言えないかも知れませんが、実態的な

意味で一つのメリットであると思われます。保護者アンケートをみても、認証

保育所を選んだ理由の一つとして、「申し込んですぐに利用できる」が２割近く

ありました。 

 しかも、直接契約であることに加えて、「月単位で柔軟に契約を切り換えるこ

とができる」ことが、利用者にとって大きなメリットになっています。例えば、

週４日で契約していた利用者が、仕事の関係で忙しくなったため、週４日に一

時保育を組み合わせて、実質的に週５日の利用になったケースがあります。そ

のときに、保育所側の勧めで翌月から週５日の契約に切り換えたところ、週４

日に一時保育を組み合わせた場合よりも、利用料が安くなったといいます。仕

事に余裕ができたら、また週４日に戻せばいいわけです。働き方に応じて月単

位で契約を変えられるというのは、利用料金の面で大きなメリットがあります。

それと同時に、実際に必要な時間や日数以上に子どもを預けるということをし

なくていいため、単にコストの面だけではなく、親子のライフスタイルを大事

にするという意味でもメリットがあると言えそうです。 

（以下略） 
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